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規 則

�愛媛県規則第３号
愛媛県の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則の一部を改正する規則を次のように定める。

令和４年３月１８日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則の一部を改正する規則

愛媛県の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則（平成７年愛媛県規則第６９号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。
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１３２

告 示

�愛媛県告示第２３２号
廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）第

１５条の１７第１項の規定により、次のとおり指定区域を指定する。

令和４年３月１８日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 区域

四国中央市川之江町４３０１番の一部及び４３０２番の一部（次の図の

とおり）

２ 埋立地の区分

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令（昭和４６年政令第３０

０号）第１３条の２第１号

（「次の図」は、省略し、その図面を愛媛県県民環境部環境局循

環型社会推進課及び愛媛県四国中央保健所に備え置いて縦覧に供す

る。）

�������
�愛媛県告示第２３３号
廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）第

１５条の１７第１項の規定により、次のとおり指定区域を指定する。

令和４年３月１８日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 区域

西条市朔日市字若洲８３５番２の一部（次の図のとおり）

２ 埋立地の区分

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令（昭和４６年政令第３０

０号）第１３条の２第１号

（「次の図」は、省略し、その図面を愛媛県県民環境部環境局循

環型社会推進課及び愛媛県西条保健所に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第２３４号
廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）第

１５条の１７第１項の規定により、次のとおり指定区域を指定する。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

改 正 後 改 正 前

（一般競争入札の公告）

第３条 省略

２ 次の各号に掲げる条件のいずれかに該当する場合においては、

前項本文の規定にかかわらず、同項本文の公告の期間を、同項本

文に規定する日数から５日にその該当する条件の数を乗じて得た

数を減じた日数（その日数が１０日に満たない場合にあっては、１０

日）までに短縮することができる。

� 電子情報処理組織（会計規則第１３２条第１項第５号に規定す

る電子情報処理組織をいう。以下同じ。）を使用して前項の公

告をするとき。

� 前項の公告の日から電子情報処理組織を使用して特例政令第

８条の文書に係る情報を閲覧することができる状態に置く措置

を講ずるとき。

� 電子情報処理組織を使用して入札書を受理するとき。

３ 商業上の物品又は特定役務（政府調達に関する協定を改正する

議定書（平成２６年条約第４号）によって改正された政府調達に関

する協定（平成７年条約第２３号）第１条�に規定する商業上の物

品又はサービスに係るものをいう。）に係る特例政令第６条の公

告については、前２項の規定にかかわらず、当該公告の期間を、

前項第１号及び第２号に掲げる条件に該当する場合にあっては１３

日、同項各号に掲げる条件のいずれにも該当する場合にあっては

１０日までに短縮することができる。

（入札説明書の記載事項に関する事項）

第９条 特例政令第８条に規定する規則で定める事項は、次に掲げ

るものとする。

�～� 省略

� 電子情報処理組織

を使用して契約の手

続を行う場合においては、当該電子情報処理組織の使用に関す

る事項

� 省略

（一般競争入札の公告）

第３条 省略

（入札説明書の記載事項に関する事項）

第９条 特例政令第８条に規定する規則で定める事項は、次に掲げ

るものとする。

�～� 省略

� 電子情報処理組織（会計規則第１３２条第１項第５号に規定す

る電子情報処理組織をいう。以下同じ。）を使用して契約の手

続を行う場合においては、当該電子情報処理組織の使用に関す

る事項

� 省略
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令和４年３月１８日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 区域

西条市朔日市字若洲８９２番３、８９２番４、８９２番５、８９２番６、８９

２番１３、８９２番１４、８９２番１５、８９２番１６、８９２番１８、８９２番１９及び８９２

番２３

２ 埋立地の区分

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則（昭和４６年厚生省

令第３５号）第１２条の３１第１号

�������
�愛媛県告示第２３５号
廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）第

１５条の１７第１項の規定により、次のとおり指定区域を指定する。

令和４年３月１８日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 区域

八幡浜市栗野浦乙２１番８

２ 埋立地の区分

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令（昭和４６年政令第３０

０号）第１３条の２第１号

�������
�愛媛県告示第２３６号
廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）第

１５条の１７第１項の規定により、次のとおり指定区域を指定する。

令和４年３月１８日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 区域

八幡浜市舌間２番耕地２２０番

２ 埋立地の区分

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令（昭和４６年政令第３０

０号）第１３条の２第１号

�������
�愛媛県告示第２３７号
廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）第

１５条の１７第１項の規定により、次のとおり指定区域を指定する。

令和４年３月１８日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 区域

西予市野村町蔵良５３０番の一部、５３１番１の一部、５３１番２、５３２

番３、５４０番１の一部、５４１番及び５４２番１の一部（次の図のとお

り）

２ 埋立地の区分

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則（昭和４６年厚生省

令第３５号）第１２条の３１第２号

（「次の図」は、省略し、その図面を愛媛県県民環境部環境局循

環型社会推進課及び愛媛県八幡浜保健所に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第２３８号
廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）第

１５条の１７第１項の規定により、次のとおり指定区域を指定する。

令和４年３月１８日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 区域

西予市野村町舟戸３６６８番２の一部、３６７８番２の一部及び３６９９番

２の一部（次の図のとおり）

２ 埋立地の区分

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則（昭和４６年厚生省

令第３５号）第１２条の３１第２号

（「次の図」は、省略し、その図面を愛媛県県民環境部環境局循

環型社会推進課及び愛媛県八幡浜保健所に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第２３９号
廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）第

１５条の１７第１項の規定により、次のとおり指定区域を指定する。

令和４年３月１８日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 区域

北宇和郡松野町大字豊岡３６４番３

２ 埋立地の区分

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令（昭和４６年政令第３０

０号）第１３条の２第２号

�������
�愛媛県告示第２４０号
廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）第

１５条の１７第１項の規定により、次のとおり指定区域を指定する。

令和４年３月１８日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 区域

宇和島市三間町務田１２７８番の一部、１２７９番の一部、１２８０番の一

部、１３１０番の一部、１３１１番、１３１２番の一部、１３１３番の一部、１３１４

番の一部及び１３１５番の一部（次の図のとおり）

２ 埋立地の区分

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令（昭和４６年政令第３０

０号）第１３条の２第２号

（「次の図」は、省略し、その図面を愛媛県県民環境部環境局循

環型社会推進課及び愛媛県宇和島保健所に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第２４１号
廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）第

１５条の１７第１項の規定により、次のとおり指定区域を指定する。

令和４年３月１８日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 区域

宇和島市三間町務田１３１７番の一部、１３１８番の一部、１３１９番の一

部、１３３１番の一部、１３３２番の一部、１３３３番の一部、１３３４番、１３３５

番、１３３６番、１３３７番、１３３８番、１３３９番の一部、１３４０番の一部、１３

４１番の一部、１３４３番１の一部、１３４４番の一部、１３４６番の一部、１３

４７番の一部、１３４９番の一部、１３５０番の一部、１３５２番の一部、１３５３

番の一部、１３５４番の一部、１３５５番の一部、１３５６番の一部、１３５７番

の一部及び１３５９番の一部（次の図のとおり）

２ 埋立地の区分

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令（昭和４６年政令第３０

０号）第１３条の２第２号
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（「次の図」は、省略し、その図面を愛媛県県民環境部環境局循

環型社会推進課及び愛媛県宇和島保健所に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第２４２号
廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）第

１５条の１７第１項の規定により、次のとおり指定区域を指定する。

令和４年３月１８日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 区域

宇和島市三間町務田９５７番１の一部、９５７番６の一部、１２９６番の

一部、１２９７番の一部、１２９９番１の一部、１３００番、１３０１番の一部、

１３０２番の一部、１３０３番の一部、１３０４番の一部、１３０７番の一部、１３

０８番の一部及び１３０９番の一部（次の図のとおり）

２ 埋立地の区分

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令（昭和４６年政令第３０

０号）第１３条の２第２号

（「次の図」は、省略し、その図面を愛媛県県民環境部環境局循

環型社会推進課及び愛媛県宇和島保健所に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第２４３号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８７条の３第１項の規定に

より、大洲市野佐来地域に係る県営土地改良事業計画を定めたので、

同条第７項において準用する同法第８７条第５項の規定により、次の

とおり土地改良事業計画書の写しを縦覧に供する。

令和４年３月１８日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 縦覧に供すべき書類の名称

県営土地改良事業（ほ場整備事業・野佐来地区）計画書の写し

２ 縦覧期間

令和４年３月２２日から４月１８日まで

３ 縦覧場所

大洲市役所本庁

�������
�愛媛県告示第２４４号
次の保安林を解除予定保安林にする旨の通知を受けたから、森林

法（昭和２６年法律第２４９号）第３０条の規定により告示する。

令和４年３月１８日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 解除予定保安林の所在場所

喜多郡内子町大瀬東４２７６の２、４２７６の４、４２７７の６

２ 保安林として指定された目的

土砂の流出の防備

３ 解除の理由

用排水路用地とするため

�������
�愛媛県告示第２４５号
次の森林を保安林予定森林にしたから、森林法（昭和２６年法律第

２４９号）第３０条の２第１項の規定により告示する。

令和４年３月１８日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 保安林予定森林の所在場所

南宇和郡愛南町緑丙５９２

２ 指定の目的
かん

水源の涵養

３ 指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 次の森林については、主伐は、択伐による。

緑丙５９２（次の図に示す部分に限る。）

イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以

上のものとする。

エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及びその

関係書類を愛媛県庁及び愛南町役場に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第２４６号
次の森林を保安林予定森林にしたから、森林法（昭和２６年法律第

２４９号）第３０条の２第１項の規定により告示する。

令和４年３月１８日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 保安林予定森林の所在場所

西条市小松町妙口字祖父ヶ山乙１の４（次の図に示す部分に限

る。）、乙１の６、乙１の９、乙１の１４から乙１の１６まで、乙１

の２５、乙１の２６、乙１の２８

２ 指定の目的

土砂の流出の防備

３ 指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 次の森林については、主伐は、択伐による。

小松町妙口字祖父ヶ山乙１の４・乙１の６・乙１の９（以

上３筆について次の図に示す部分に限る。）

イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以

上のものとする。

エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係

書類を愛媛県庁及び西条市役所に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第２４７号
次の森林を保安林予定森林にしたから、森林法（昭和２６年法律第

２４９号）第３０条の２第１項の規定により告示する。

令和４年３月１８日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 保安林予定森林の所在場所

南宇和郡愛南町中川３０５２、３０７９から３０８４まで

２ 指定の目的

土砂の流出の防備
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３ 指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 次の森林については、主伐は、択伐による。

中川３０５２・３０７９から３０８１まで（以上４筆について次の図に

示す部分に限る。）

イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以

上のものとする。

エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及びその

関係書類を愛媛県庁及び愛南町役場に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第２４８号
保安林の指定施業要件を変更する旨の通知（令和元年１０月愛媛県

告示第５６８号）に係る通知の相手方又はその所在が不分明であるの

で、森林法（昭和２６年法律第２４９号）第１８９条の規定により、その通

知の内容を四国中央市役所の掲示場に掲示するとともに、次のとお

りその要旨を告示する。

令和４年３月１８日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所及び不分明又

は所在が不分明である通知の相手方

２ 保安林として指定された目的
かん

水源の涵養

３ 変更後の指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 主伐に係る伐採種は、定めない。

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以

上のものとする。

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係

書類を愛媛県庁及び四国中央市役所に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第２４９号
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和４４年法律第

５７号）第３条第１項の規定により、次の区域を急傾斜地崩壊危険区

域として指定する。

その関係図面は、愛媛県庁並びに関係の地方局建設部及び市役所

において縦覧に供する。

令和４年３月１８日

愛媛県知事 中 村 時 広

江湖地区（追加）

急傾斜地崩壊危険区域の指定（昭和５３年７月愛媛県告示第８４０号）

江湖の項で指定した標柱４号と標柱３号を結んだ線、標柱３号と次

に掲げる地番の土地に存する標柱８号から標柱１２号までを順次結ん

だ線、標柱１２号と標柱４号を結んだ線に囲まれた区域並びに同項で

指定した標柱６号と標柱５号を結んだ線、標柱５号と次に掲げる地

番の土地に存する標柱１３号を結んだ線及び標柱１３号と標柱６号を結

んだ線に囲まれた区域

大超寺奥１４－２地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱１号から標柱１２号までを順次

結んだ線及び標柱１２号と標柱１号を結んだ線に囲まれた区域

保安林の所在場所 不分明又は所在が不分明であ
る通知の相手方 備 考

四国中央市（次の図に示
す部分に限る。）

四国中央市新宮町新瀬川７８

藤 田 タヽノ
抵当権者

四国中央市（次の図に示
す部分に限る。）

四国中央市新宮町新瀬川乙２６
７
井 出 豊 市

森林所有者

四国中央市（次の図に示
す部分に限る。）

香川県高松市郷東町４３０

横 内 勉
森林所有者

四国中央市（次の図に示
す部分に限る。）

四国中央市中之庄町７７５－５

近 藤 千代子
森林所有者

四国中央市（次の図に示
す部分に限る。）

四国中央市中之庄町７７５－５

近 藤 誉 雄
森林所有者

四国中央市（次の図に示
す部分に限る。）

松山市朝日ヶ丘一丁目１６２５－
１
佐々木 祐 樹

森林所有者

四国中央市（次の図に示
す部分に限る。）

神奈川県鎌倉市植木６２４

若 林 博 子
森林所有者

四国中央市（次の図に示
す部分に限る。）

京都市中京区高倉通二条下る
瓦町５６３エステムコート御所
南Ⅱ６０２号
森 實 浩 之

森林所有者

四国中央市（次の図に示
す部分に限る。）

四国中央市具定町２６８

杉 尾 安 彦
森林所有者

四国中央市（次の図に示
す部分に限る。）

四国中央市具定町２６８

杉 尾 美恵子
森林所有者

四国中央市（次の図に示
す部分に限る。）

四国中央市金生町下分１９８

西 島 恒 子
森林所有者

四国中央市（次の図に示
す部分に限る。）

四国中央市新宮町新瀬川乙３５
０
西 島 雄一郎

森林所有者

四国中央市（次の図に示
す部分に限る。）

四国中央市新宮町新瀬川乙２７
１
石 川 八重子

森林所有者

四国中央市（次の図に示
す部分に限る。）

四国中央市新宮町馬立乙２７

石 川 要
森林所有者

四国中央市（次の図に示
す部分に限る。）

四国中央市新宮町新瀬川３６

中 山 金 作
森林所有者

四国中央市（次の図に示
す部分に限る。）

四国中央市中曽根町１３８

蝶 野 一 郎
森林所有者

四国中央市（次の図に示
す部分に限る。）

四国中央市新宮町新瀬川３４

藤 川 彌 吉
森林所有者

市 町 字 地 番 標 柱

宇和島市 大浦 甲２０３５番２ ８号

甲１９８９番２ ９号、１０号

甲１９８３番 １１号

甲１９８４番１ １２号

甲１９６３番１ １３号

市 町 字 地 番 標 柱

宇和島市 大超寺奥 小駄場 乙８６番５ １号

乙８６番２ ２号

大谷 丙１６８番２ ３号
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�愛媛県告示第２５０号
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和４４年法律第

５７号）第３条第１項の規定により、次の区域を急傾斜地崩壊危険区

域として指定する。

その関係図面は、愛媛県庁並びに関係の地方局土木事務所及び町

役場において縦覧に供する。

令和４年３月１８日

愛媛県知事 中 村 時 広

茶谷Ｂ地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱１号から標柱８号までを順次

結んだ線及び標柱８号と標柱１号を結んだ線に囲まれた区域

�������
�愛媛県告示第２５１号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１７項の規定により、

今治市頓田川土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任し

た旨の届出があった。

令和４年３月１８日

愛媛県東予地方局長 末 永 洋 一

就 任

退 任

�愛媛県告示第２５２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、東予地方局今治土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和４年３月１８日

愛媛県知事 中 村 時 広

丙１６９番１ ４号

中峯 乙９２番 ５号、６号

乙９３番 ７号、８号、９号、１０号

乙９５番 １１号

乙９０番９ １２号

市 町 字 地 番 標 柱

喜多郡内子町 立山 ５０４２番地先 １号

１２６２番 ２号

１２５８番 ３号

１２２７番 ４号

１１９６番 ５号

１１９５番 ６号

１１７９番 ７号

１１７５番 ８号

〃 岡 本 寅 夫 今治市朝倉南乙３３９番地

〃 菅 成 二 今治市朝倉北甲３５０番地３

〃 南 條 紀 男 今治市朝倉下甲１１７９番地

〃 白 石 浩 二 今治市朝倉下甲９１７番地２

〃 越 智 等 今治市山口甲２０３番地２

〃 清 水 重 鬼 今治市古谷甲９５番地１

〃 世 良 親 臣 今治市宮ヶ崎甲７９６番地

〃 越 智 勇 次 今治市登畑甲３７４番地２

〃 徳 永 元 司 今治市旦甲３０８番地

〃 越 智 忠 今治市郷桜井２丁目１番１７号

〃 月 原 正 佳 今治市桜井２丁目５番２３号

〃 本 宮 勇 今治市長沢甲１０４５番地６

〃 檜 垣 守 今治市古国分１丁目９番６１号

〃 白 石 春 雄 今治市朝倉上甲２７６番地

監 事 武 田 忍 今治市朝倉上甲１５４３番地

〃 岡 貞 義 今治市朝倉北甲２１４番地

〃 石 丸 昭 二 今治市宮ヶ崎甲８１０番地１

〃 森 正 徳 今治市北鳥生町３丁目２番１５号

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 金 光 好 春 今治市朝倉上甲６０５番地

〃 加 藤 和 敏 今治市朝倉上甲１０９６番地３

〃 武 田 忍 今治市朝倉上甲１５４３番地

〃 越 智 友 雄 今治市朝倉上甲２０５２番地４

〃 越 智 省 司 今治市朝倉上甲１００６番地４

〃 井 出 保 男 今治市朝倉南甲１５３番地１

〃 青 野 整 郎 今治市朝倉南乙１５８番地２

〃 井 出 誠 二 今治市朝倉北甲３２２番地１

〃 岡 貞 義 今治市朝倉北甲２１４番地

〃 白 石 浩 二 今治市朝倉下甲９１７番地２

〃 越 智 等 今治市山口甲２０３番地２

〃 清 水 重 鬼 今治市古谷甲９５番地１

〃 世 良 親 臣 今治市宮ヶ崎甲７９６番地

〃 越 智 駿 郎 今治市登畑甲３７６番地

〃 青 野 幸 雄 今治市旦甲１００番地

〃 越 智 忠 今治市郷桜井２丁目１番１７号

〃 月 原 正 佳 今治市桜井２丁目５番２３号

〃 三 谷 清 今治市長沢甲１０８４番地

〃 檜 垣 守 今治市古国分１丁目９番６１号

〃 白 石 春 雄 今治市朝倉上甲２７６番地

監 事 越 智 義 文 今治市朝倉上甲２８１３番地１

〃 堀 川 光 義 今治市朝倉下甲４７６番地２

〃 石 丸 昭 二 今治市宮ヶ崎甲８１０番地１

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 金 光 省 二 今治市朝倉上甲５７４番地

〃 小 澤 康 則 今治市朝倉上甲１０８７番地２

〃 越 智 實 今治市朝倉上甲２０１５番地２

〃 越 智 省 司 今治市朝倉上甲１００６番地４

〃 越 智 義 文 今治市朝倉上甲２８１３番地１

〃 武 田 信 重 今治市朝倉南甲１０２番地３
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�愛媛県告示第２５３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、東予地方局今治土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和４年３月１８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第２５４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、東予地方局今治土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和４年３月１８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第２５５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、東予地方局今治土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和４年３月１８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第２５６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和４年３月１８日

愛媛県知事 中 村 時 広

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 岩城弓削線

越智郡上島町生名４５１５番２から

同町生名４２１９番３まで
旧 １１．０～６３．４ ０．６８９

越智郡上島町生名４５１５番２から

同町生名４２１９番３まで
新 ８．７～６１．３ ０．６８９

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 岩城弓削線
越智郡上島町岩城６４番から

同町生名４４４番２まで
令和４年３月２０日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 横浜生名港線

越智郡上島町生名４１８３番地先から

同町生名４２１９番２まで
旧 １２．５～１６．８ ０．１０２

越智郡上島町生名４２６２番２から

同町生名４２１９番３まで
新 １２．５～４９．６ ０．１４４

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 横浜生名港線
越智郡上島町生名４２６２番２から

同町生名４１９８番２まで
令和４年３月２０日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 �万中山線 伊予郡砥部町高市３０６９番４

旧 ２１．４～５６．６ ０．０２３

新 ２１．４～６２．９ ０．０２３
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�愛媛県告示第２５８号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により、

西予市三瓶町土地改良区の定款の変更を認可した。

令和４年３月１８日

愛媛県南予地方局長 赤 坂 克 洋

�愛媛県告示第２５７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和４年３月１８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第２５９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局愛南土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和４年３月１８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第２６０号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局愛南土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和４年３月１８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第２６１号
道路法（昭和２７年法律１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局西予土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和４年３月１８日

愛媛県知事 中 村 時 広

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 �万中山線 伊予郡砥部町高市３０６９番４ 令和４年３月１８日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 中浦西海線

南宇和郡愛南町船越１８３０番地先から

同町船越１８０２番地先まで
旧 ５．２～８．０ ０．０７２

南宇和郡愛南町船越１８３０番２から

同町船越１８０２番２まで
新 ７．０～１３．６ ０．０７２

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 中浦西海線
南宇和郡愛南町船越１８３０番２から

同町船越１８０２番２まで
令和４年３月１８日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

一 般 国 道 １９７号

西予市城川町嘉喜尾１８８２番から

同町嘉喜尾１８８２番まで
旧 ２８．８～３６．１ ０．０４１

西予市城川町嘉喜尾１８８２番から

同町嘉喜尾１８８２番まで
新 ２８．８～６４．２ ０．０４１
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次のとおり一般競争入札に付する。

令和４年３月１８日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 入札に付する事項

� 件名

愛媛県総務系事務の処理に係る労働者派遣業務委託

� 委託業務名及び数量

愛媛県総務系事務の処理に係る労働者派遣業務委託 一式

� 委託業務の内容等

入札説明書による。

� 委託期間

ア 委託期間

契約締結の日から令和５年３月３１日（金）まで

イ 委託業務に係る成果品の納入期限

令和５年３月３１日（金）

� 委託業務に係る成果品の納入場所

入札説明書による。

� 入札方法

ア 入札書に記載する入札金額は、本業務に係る全てを含む額

とする。なお、詳細については、入札説明書を参照すること。

イ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金

額の１０パーセントに相当する額を加算した金額（当該金額に

１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるも

のとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費

税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であ

るかを問わず、見積もった契約金額の１１０分の１００に相当する

金額を入札書に記載すること。

２ 入札に参加する者に必要な資格

知事の審査を受け、令和２年度から令和４年度までの製造の請

負等に係る一般競争入札に参加する資格を有すると認められた業

者で、次の事項に該当するもの

� 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１

項各号のいずれにも該当しない者であること。

� 開札の日において、知事が行う入札参加資格停止の期間中に

ない者であること。

� ＩＳＯ２７００１の認証及びＰマーク（プライバシーマーク）を

取得していること又は、上記認証等内容と同等の規定を整備し

ていること。

３ 入札書の提出場所等

� 入札書の提出先、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場

所及び問合せ先

愛媛県企画振興部デジタル戦略局スマート行政推進課総務事

務改革室改革推進グループ

〒７９０―０００１

愛媛県松山市一番町四丁目２番地 ＮＴＴコム松山ビル７階

電話 （０８９）９１２―２４７６

� 入札書の受領期限

令和４年４月２７日（水）午後２時まで

� 入札説明書の交付方法

令和４年３月１８日（金）から同年３月２８日（月）までの執務

時間中（月曜日から金曜日まで（祝日を除く。）の午前８時３０

分から午後５時１５分までをいう。以下同じ。）に�に掲げる場
所で交付する。

� 開札の日時及び場所

令和４年４月２７日（水）午後２時

愛媛県庁第二別館６階小会議室

４ その他

� 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 入札保証金

愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１３５条から

第１３７条までの規定による。

� 入札者に要求される事項

ア この一般競争入札に参加を希望する者は、競争入札参加資

格審査申請書を知事に提出し、入札参加資格の確認を受ける

こと。競争入札参加資格審査申請書は、持参して提出するこ

ととし、郵便又は電送によるものは、受け付けない。

� 受付期間

令和４年３月１８日（金）から同年３月２８日（月）までの

執務時間中

� 受付場所

３の�に掲げる場所
イ この一般競争入札に参加を希望する者は、入札説明書に基

づき提案内容を記載した資料を提出すること。

� 受付期間

令和４年３月１８日（金）から同年４月１５日（金）までの

執務時間中

� 受付場所

３の�に掲げる場所
� 入札の無効

２に定める資格を有しない者及び入札者に求められる義務を

�愛媛県告示第２６２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局西予土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和４年３月１８日

愛媛県知事 中 村 時 広

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

一 般 国 道 １９７号
西予市城川町嘉喜尾１８８２番から

同町嘉喜尾１８８２番まで
令和４年３月１８日
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履行しなかった者の提出した入札書及び提案内容を記載した資

料は、無効とする。

� 契約書作成の要否

要

� 落札者の決定方法

地方自治法施行令第１６７条の１０の２第３項に規定する総合評

価一般競争入札により落札者を決定するものとし、愛媛県会計

規則第１３３条第１項の規定に基づいて定められた予定価格の制

限の範囲内の価格をもって入札を行った者のうち、価格その他

の条件が愛媛県にとって最も有利な入札を行った者を落札者と

する。

なお、落札者決定基準の詳細は、入札説明書による。

� その他

詳細は、入札説明書による。

５ Summary

� Nature and quantity of the service to be rendered：

Consignment of Ehime Prefecture General Affairs，１ set

� Time limit of tender：２：００ p．m．，２７ April２０２２

� For further information，please contact： Reform Promotion

Group，General Affairs and Administrative Reform Office，

Digital Strategy Sub―Department，Planning and Development

Depar tment， Ehime Pre fec tura l Government，４―２

Ichibancho，Matsuyama，Ehime７９０―０００１ Japan

TEL０８９―９１２―２４７６
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次のとおり一般競争入札に付する。

令和４年３月１８日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 入札に付する事項

� 件名

ヘリコプター１２か月定期点検整備

� 業務名及び数量

ヘリコプター１２か月定期点検整備 １式

� 業務の内容等

入札説明書及び仕様書による。

（アグスタ式Ａ１０９Ｅ型（ＪＡ０３ＥＰ））

� 実施期間

契約締結日から令和４年８月３１日まで

� 業務の履行場所

請負者の保有する事業場認定書の交付を受けた事業場

� 入札方法

入札金額は、ヘリコプター１２か月定期点検整備に係る一切の

経費を含めた額を記載すること。

なお、落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当

該金額の１０パーセントに相当する額を加算した金額（当該金額

に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるも

のとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税

及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるか

を問わず、見積もった契約金額の１１０分の１００に相当する金額を

入札書に記載すること。

２ 入札に参加する者に必要な資格

知事の審査を受け、令和２年度から令和４年度までの製造の請

負等に係る一般競争入札に参加する資格を有すると認められた業

者で、次の事項に該当するもの。

� 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規

定に該当しない者であること。

� 業務期間の開始までに確実に点検できる体制が整備されてい

ることを証明した者であること。

� 現に法人税、地方税、消費税及び地方消費税並びに社会保険

料を滞納していない者であること。

� 開札をする日において、知事が行う入札参加資格停止の期間

中でない者であること。

� 指定期日までに事前提出書類を提出した者であること。

３ 入札書の提出場所等

� 関係書類の提出先、契約条項を示す場所、入札説明書の交付

場所及び問合せ先

愛媛県警察本部会計課管財係

〒７９０―８５７３

愛媛県松山市南堀端町２番地２

電話 （０８９）９３４―０１１０

� 入札説明書の交付期限

令和４年４月２７日（水）１７時１５分

� 入札説明書の交付方法

�に掲げる場所で交付する。
� 開札の日時及び場所

令和４年４月２８日（木）１３時３０分

愛媛県警察本部地下１階会議室

４ その他

� 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 入札保証金

愛媛県会計規則第１３５条から第１３７条までの規定による。

� 契約保証金

愛媛県会計規則第１５２条から第１５４条までの規定による。

� 入札者に要求される事項

この入札に参加を希望する者は、事前提出書類を知事に提出

し、入札参加資格の確認を受けること。

なお、知事から当該書類の内容に関し説明を求められた場合

は、これに応じなければならない。

ア 受付時期

令和４年３月１８日（金）から令和４年４月２７日（水）まで

の執務時間中

※ 必着であれば郵送でも可能

イ 受付場所

３の�に掲げる場所
� 入札の無効

２に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入札者に

求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は、無効

とする。

� 契約書作成の要否

要

� 落札者の決定方法

この公告に示した業務を履行できると知事が判断した入札者

であって、愛媛県会計規則第１３３条の規定に基づいて作成され

た予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行
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公安委員会規則

ったものを落札者とする。

� その他

詳細は、入札説明書による。

５ Summary

� Nature and quantity of the service to be rendered： Aircraft

inspection

・ １２month inspection

・ ５０，１００，１５０，２００，４００，３２００ hours inspection

・ Japan civil aviation bureau（JACB）circular No．３―０１０，

etc

・ There are other inspections besides these

Hours change parts

Technical bulletin

Bench check

Airworthiness inspection examinees

� Time limit of tender：１：３０ p．m，２８ April，２０２２

� For further information，please contact： Finance Division，

Police Administration Department，the Ehime Prefectural

Police Headquarters，２―２ Minamihoribatacho，Matsuyama，

Ehime７９０―８５７３ Japan

TEL：０８９―９３４―０１１０（ex．２２６３）

FAX：０８９―９４３―２８９２

e―mail： kaikei＠police．pref．ehime．jp

�愛媛県公安委員会規則第４号
愛媛県道路交通規則の一部を改正する規則を次のように定める。

令和４年３月１８日

愛媛県公安委員会委員長 五 葉 明 徳

愛媛県道路交通規則の一部を改正する規則

愛媛県道路交通規則（昭和４７年愛媛県公安委員会規則第２号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

附 則

この規則は、令和４年４月１日から施行する。

改 正 後 改 正 前

別表第２（第９条の２関係） 別表第２（第９条の２関係）

番号 路 線 名 区 間 番号 路 線 名 区 間

１～３２の

２ 省略

１～３２の

２ 省略

３２の３ 県道壬生川新居

浜野田線

西条市氷見字大黒新田甲４７４番２

地先から同市古川字西八丁甲６３番

１地先まで

３３～３４

省略

３３～３４

省略

３４の２ 県道松山空港線 松山市北吉田町１００６番３８地先から

同市南江戸三丁目９１０番３地先ま

で

３５～６６の

４ 省略

３５～６６の

４ 省略

６６の５ 県道国領高木線 新居浜市船木字檜之端甲４５６６番１

地先から同市東田三丁目乙１２番４

地先まで

６６の６ 県道宿毛津島線 宇和島市津島町高田甲２１３４番２地

先から同町高田甲８５１番３地先ま

で

６７～１２２

省略

６７～１２２

省略
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選挙管理委員会告示

公営企業管理規程

�愛媛県選挙管理委員会告示第１６号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２編第５章及び地方教育行

政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第８条第

１項の規定による直接請求の要件となるべき選挙権を有する者の数

は、次のとおりである。

令和４年３月１８日

愛媛県選挙管理委員会

委員長 大 塚 岩 男

１ 直接請求（県議会議員の解職請求を除く。）の要件となるべき

選挙権を有する者の数

� 選挙権を有する者の総数 １，１３９，５７３

� 選挙権を有する者の総数の５０分の１の数 ２２，７９２

� ８０万を超える数に８分の１を乗じて得た数と４０万に６分の１

を乗じて得た数と４０万に３分の１を乗じて得た数とを合算して

得た数 ２４２，４４７

２ 県議会議員の解職請求の要件となるべき選挙権を有する者の数

�愛媛県公営企業管理規程第２号
愛媛県立病院料金規程の一部を改正する管理規程を次のように定める。

令和４年３月１８日

愛媛県公営企業管理者 山 口 真 司

愛媛県立病院料金規程の一部を改正する管理規程

愛媛県立病院料金規程（昭和４６年愛媛県公営企業管理規程第１１号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

附 則

この管理規程は、令和４年４月１日から施行する。

南 宇 和 郡 １７，９７８ ５，９９３

松山市・上浮穴郡 ４３４，２０６ １３９，０３５

今 治 市 ・ 越 智 郡 １３６，００４ ４５，３３５

宇和島市・北宇和郡 ７３，７５４ ２４，５８５

八幡浜市・西宇和郡 ３５，７３９ １１，９１３

新 居 浜 市 ９８，１６８ ３２，７２３

西 条 市 ８９，９０１ ２９，９６７

大 洲 市 ・ 喜 多 郡 ４９，１３４ １６，３７８

伊 予 市 ３０，６３８ １０，２１３

四 国 中 央 市 ７１，８０６ ２３，９３６

西 予 市 ３１，２１８ １０，４０６

東 温 市 ２８，０５６ ９，３５２

選 挙 区 別 選挙権を有する者の総
数

同左の３分の１の数
（松山市・上浮穴郡選
挙区にあっては、同左
の４０万を超える数に６
分の１を乗じて得た数
と４０万に３分の１を乗
じて得た数とを合算し
て得た数）

伊 予 郡 ４２，９７１ １４，３２４

改 正 後 改 正 前

別表第１（第２条関係） 別表第１（第２条関係）

名 称 区 分 単位 金 額 備考 名 称 区 分 単位 金 額 備考

省略 省略

人工授精料 １回 ９，０２０円

省略 省略

注 省略 注 省略

令和４年３月１８日 発行


